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令和７年度ちがさき自転車プラン推進委員会 

会議録 

議題 

（１） 委員長・副委員長の選任 

（２） 第３次ちがさき自転車プラン（自転車活用推進計画）令和７年度市

の取り組み状況について 

日時 令和８年３月１９日（木）１４時００分～１６時００分 

場所 茅ヶ崎市役所本庁舎４階 会議室１ 

出席者名 

委   員：久木 文美、山口 美紀、大八木 和也、青木 正美、 

鈴木 健司、佐藤 たゑ子、 斉藤 里美、関本 敏明、 

平松 民平、財部 茂、杉本 裕介、古倉 宗治   

（欠席委員） 

委   員：山田 裕介、 朝倉 利之 、 福田 三朗 、 国分 宏樹 、  

松本 修一 、 山本 真之 

 

（事務局） 

都市部：部長 深瀬 純一 

都市部都市政策課:課長 菊地篤、課長補佐 錦織多可志、主査 松谷絵美子 

くらし安心部安全対策課:課長 石井智裕、課長補佐 吉川宗孝 

 

会議資料 

・次第 

・議案趣旨書 

・資料１ 委員名簿 

・資料２ ちがさき自転車プラン推進委員会規則 

・資料３ 第３次ちがさき自転車プラン（自転車活用推進計画）令和７年 

度市の取り組み状況について 

・別 紙 令和７年度主要な取り組み 

 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由  

傍聴者数 ３名 
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（会議の概要） 

１． 議題 

（１）委員長・副委員長の選任 

菊地課長  ： これより「令和７年度 ちがさき自転車プラン推進委員会」を開催いたし

ます。本来は規則第５条に基づき委員長が議長となるところではあります

が、委員長選任前でございますので、引き続き事務局で進めさせていただき

ます。 

それでは、議題１「委員長・副委員長の選任について」に移ります。今回

の委員長・副委員長の選任につきましては、お配りしております「ちがさき

自転車プラン推進委員会規則」の第４条に基づき選任を行います。 

初めに、委員長・副委員長について自薦・他薦等ございましたらお願いい

たします。 

事務局（都市政

策課）   ： 

ここで事務局より提案してもよろしいでしょうか。前回に引き続き委員長

に文教大学 松本委員、副委員長にＮＰＯ法人自転車政策・計画推進機構 古

倉委員にお願いするのはいかがでしょうか。 

菊地課長  ： ただいま委員長に松本委員、副委員長に古倉委員の推薦がありました。み

なさまいかがでしょうか。 

 【異議なし】 

菊地課長  ： 意見がないようでしたら委員長につきましては松本委員、副委員長につき

ましては古倉委員にお願いいたします。 

それでは古倉副委員長は中央の席にお移りください。それでは新たに選出

されました古倉副委員長より一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

古倉副委員長： 副委員長に任命されました古倉でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

１点目ですね、茅ヶ崎市内のこの自転車事故の件数は私の方で把握して

いないのですが、全国ですと、去年、２０２５年が６万７，４７０件とい

うことになっており、聞かれても数字がわかりにくいかと思いますが、こ

れはここ５０年間の自転車事故の件数では最低です。一番少ない数字にな

っております。 

ただし、全体の事故の件数ですと、全交通事故の件数が減ってきており

ますので、それで見ますと２３．５パーセントということで、これもここ

５０年間では最高の割合です。つまり件数は最低ですけど、自転車事故の

割合は最高であるという、どちらの数字を取ったらいいのかわかりません

が、それぞれ評価によって異なると思います。 

やはり他の交通安全対策が進んできたのに対して自転車の方は、それに

つれて減ってきていないというふうな理解ができるんじゃないかと思いま

すので、引き続き安全対策には非常に重要なポイントがあると思いますの

で対策も考えていただく必要があるかと思います。それと同時に、自転車

の利活用の推進も必要だと思っております。 
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それからもう１点、国の第３次自転車活用推進計画が２０２６年度早々

に決定されるということになっています。そこでは自転車のビジョンです

ね、茅ヶ崎市も大分昔からビジョンを採用されてやってきておられます

が、今まで国の計画にビジョンというのはなかったんです。 

つまり自転車に対する哲学といいますか、自転車をどう考えるかがなか

ったのですね。 

それが新たに生まれて、それに基づいて相当立派な計画ができておりま

す。ただ高齢者対策とかそういったものの比重が非常に低いことになって

おりますので、今後の課題かと思います。 

それから、青切符が４月から皆さん方お聞きになっておられると思いま

す。反則金制度が適用になるということですね。これも事実、自転車事故

は突出してきており、割合が高くなってきておりますので必要ですが、マ

スコミが取り上げているものは、あまり正しく報道されてないという部分

がございます。自転車の取り締まりもしっかりやっていただく必要がある

のですが、悪質とか危険な行為にのみ重点的に取り締まるとこういうこと

になっており、それ以外は指導、警告をするということを徹底したいとい

うことに警察の方でもなっておりました。マスコミが報道されたもので

は、青切符が切られるというような感じを皆様がもたれていますと、茅ヶ

崎の自転車推進が滞ってしまうという危険もあると思いますので、そうい

ったことを踏まえながら皆さんとも、議論を進めていきたいなと思いま

す。 

以上、冒頭のご挨拶よろしくお願いいたします。 

事務局（都市政

策課）  ： 

ありがとうございました。 

なお、委員長であります松本委員におかれましては、本日欠席となって

おりますので、事務局よりその旨をお伝えさせていただきたいと思いま

す。 

それではこれより先は、ちがさき自転車プラン推進委員会規則第５条第１

項の規定により、委員長に議事の進行をお願いするところではありますが、

欠席ですので、規則第４条第３項に基づき古倉副委員長にお願いいたしま

す。 

古倉副委員長： それでは松本委員長に代わりまして、私の方で進めさせていただきたい

と思います。それでは報告１ということでございます。 

第３次茅ヶ崎自転車プラン（自転車活用推進計画）令和７年度市の取り

組み状況に移らせていただきます。事務局より説明をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

事務局（都市政

策課）   ： 

それでは事務局より説明をさせていただきます。 

お手元に、右上に資料３と書いてある資料と、別紙と書いてあるカラー

の資料、こちらを２点ご用意いただければと思います。今回内容が少し多

くなっておりますので、初めに方向性１についてご説明をさせていただけ
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ればと思います。 

それでは資料３の、第３次茅ヶ崎自転車プラン（自転車活用推進計画）

令和７年度市の取り組み状況についての資料をご覧ください。 

まず今年度は、第３次茅ヶ崎自転車プランの計画の初年度となっており

ます。 

こちらの表ですが、まず一番上に方向性１、「思いやりの心づくり」とい

うことで、４つの方向性ごとにそれぞれ取り組み内容、あとは表の主要な

取り組み、そして計画に記載されている事業と短期のスケジュールを記載

しております。 

スケジュールにつきましては、右上に凡例ということで、実施、試行、

検討・準備の３つで表しております。ここまでの内容については既に計画

に掲載している内容となっております。 

そして表の右２列については、主要な取り組み毎に、「令和７年度市の実

績」「今後の方向性」を記載しています。 

計画は市や市民、関係機関など様々な実施主体で進めることとなってお

りますが、本日は「令和７年度の市の実績」と「今後の方向性」につい

て、主要な項目に絞って紹介をいたします。 

それでは、方向性１、思いやりの心づくりに移ります。まずこちらの方

向性１、思いやりの心づくりは、３つの取り組み内容と５つの主要な取り

組みがあります。 

主要の取り組みは、①－１すき間ない交通安全教育の実施をご覧くださ

い。こちら令和７年度の実績としましては、令和８年４月施行の交通反則

通告制度について、広報紙や市内の小中高等学校、事業所を通じて周知を

行いました。 

また３つ目に記載をしております、ライフステージに応じた交通安全教

室、こちらについては、保育園や小中学校、自治会や事業所などで実施を

しました。 

また４つ目の自転車止まれステッカー大作戦、こちらにつきましては別

紙をご覧ください。１、自転車止まるステッカー大作戦ですが、小学校の

授業なんですが、小学生が危険と感じた交差点に自分たちがデザインした

注意喚起のステッカーを設置して、自転車の安全な利用を呼びかけ、自転

車の交通事故減少を目指す取り組みとなっております。昨年度までで、市

の１４校で既に実施をしておりまして、今年度は柳島小学校で実施をして

きました。当日ですが、児童が約８０名、地域から約３０名ご参加いただ

きまして、柳島小学校の学区内３６ヶ所にステッカーを貼ってきました。 

本事業は、信号機等のハード整備とは性質が異なりますが、学校です

が、地域の皆様にかなり主体的に深く参加いただくことができ、一緒にな

って地域の安全について考えたことが大きな成果になったかなと考えてお

ります。 



- 5 - 

 

また資料に戻りまして、資料３の今後の方向性なんですが、こちらの事

業につきましては、関係機関や関係団体、民間企業等と連携しながら、引

き続き取り組みを実施していきたいと考えております。 

続きまして、資料①－２地域、関係団体との協働による啓発活動をご覧

ください。令和７年度の実績としまして、まず民間事業者と連携をして、

新たな交通安全教室の手法を検討してきました。具体的にはヤマト運輸の

協力のもと、中学校３校で、交通安全教室でトラックを実際に持ってきて

いただいて、ドライバーの視点を体感してもらうことができました。こち

らの方向性については記載のとおりとなります。 

続きまして、資料②－１と書いてあります、段階的かつ体系的で地域・

学校の環境に応じた自転車交通安全教育の推進に移ります。こちら令和７

年度の実績としまして、これまで小学校３年生の自転車教室に加えて、一

般財団法人茅ヶ崎地区交通安全協会の監修指導のもと、新たに小学校５年

生を対象とした実車を使用した交通安全教室を行いました。今後の方向性

につきましては記載のとおりとなっております。 

続きまして③－１、自動車ドライバーへの自転車の車道走行等に関する

啓発活動についてご覧ください。こちらの令和７年度の実績としまして、

茅ケ崎警察署によるシルバードライバーを対象にした講習会を実施しまし

た。 

また、本委員会の委員でもある文教大学松本先生の研究室において、ド

ライブレコーダーを搭載した自転車を用いて、自転車目線でのヒヤリハッ

トデータを収集する調査が市内で行われ、こちらにも調査協力をしまし

た。今後の方針につきましては調査結果を基礎資料として活用していくと

ともに、ドライバー向けの啓発事業について調査研究を行っていきたいと

考えております。 

その他につきましての実績及び今後の方向性については記載のとおりと

なっております。 

事務局から方向性１については以上となります。 

古倉副委員長： ありがとうございました。 

今ご説明がございましたけど、これにつきまして委員の皆様方からご質

問等ございましたらお願いしたいと思います。なお、ご質問、それ以外で

も本日ご参加の皆様方から自転車に関する取り組みについて、各団体、或

いはその個人として、どういうことを取り組んでるかというご報告などご

紹介ありましたら、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

１つだけ私の方で、大分私も昔から茅ヶ崎市の自転車活用推進計画の委

員として参加させていただいてるんですが、全国でも、この市民とか事業

者さんに役割を分担している計画は非常に少なく、そのほとんどが、市が

何やるか公共団体なり誰がやるかということに終始徹底しており、市民の

皆さん、或いは事業者の方々が、どういう取り組みをしているというもの
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がなかなか計画中に入ってきてないということがございます。そういう点

でもこの茅ヶ崎の自転車プランは非常に全国的にもユニークな計画である

という私は理解しておりますので、ぜひ皆さん方からご質問等ございまし

たらお願いしたいと思います。更にそれぞれの皆さん方の団体等で取り組

みがございましたらご紹介いただければありがたいと思います。 

ではよろしくお願いいたします。 

斉藤委員  ： 小出地区の推進協の会長やってるんですけれども、先ほどありました自

転車止まれステッカー大作戦ということで、２、３年くらい前で小出小も

参加させていただいたんですけれども、地域の会議とかの時に、ステッカ

ーを貼ったところがもうすごく薄くなってきてしまって、わからなくなっ

てきてしまっているのですけど、あれはまた新しくするとか、貼り替える

とかいうことはあるのでしょうか。 

結構地域の方がそれを色々見てくださってるっていうことがいろいろな

会議でわかってるので、その辺のところがどうなのかと思いまして質問さ

せていただきました。 

古倉副委員長： ありがとうございます。今、斎藤委員の方からご質問ございました。 

私の方も、別の大阪市の放置自転車が非常にたくさんあるところに、子

供たちの描いた「放置自転車をしないでね」っていうステッカーを地面に

貼り付けるということがございました。そうすると、その翌週ぐらいから

ほとんどそこに放置自転車がなくなったと。子供たちの目線で、「子供が見

てるよ」と「大人しっかりしてね」というふうなお話があると非常に効果

が高いと思いますが、やはりそうしますとだんだん上を走る車やその他ご

ざいますので消えてくるということもあります。この辺について、今後の

方針といいますか、どのようにされるか、市のご説明を伺うことができた

らと思います。よろしくお願いします。 

事務局（都市政

策課）   ： 

ご質問ありがとうございます。 

市の方でも一度貼ったステッカーについて、実は他の地区でも少し剥が

れてしまってるというご連絡等いただくことが正直あります。 

ご連絡いただいた際はステッカーも在庫の方がどうしても限りがあると

いうところはありますが、気づいたときとか、点検等で気づいたとご連絡

をいただいた時は、現地を確認させていただいて適宜貼り替えの対応をさ

せていただいている状況であります。 

古倉副委員長： ありがとうございます。このステッカーというのは車のタイヤが上を通

っていくような形になってるんですか。それともなるべくそういうところ

を避けて真ん中ぐらい外れたところに貼る等、そういう何か特別なご配慮

はあるんですか。 

事務局（都市政

策課）   ： 

基本的には自転車、車道の左側走行になってますので、道の左側に貼る

ようにしております。 

場所については、やはり車が多いところですとかは剥がれやすいってい
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う傾向がこれまであるんですけども、やはり子供たちが危険と感じたとこ

ろに貼るというところを大切にしてますので、やはりまずは子供たちが見

つけたところを優先して貼ってるっていうような状況ではあります。その

中でできるだけ車にかからないように工夫しながら貼っているところでは

あります。以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございます。よろしいですか。 

斉藤委員  ： はい。私も２、３年前一緒に参加させて貼らせていただいたんですけれ

ども、やはり子供たちがすごく一生懸命やってシールを貼っていたので、

また今聞いて、貼り替えが必要な時はもし在庫があれば、貼り替えられま

すっていうお話いただけたので、確認してまた連絡させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

古倉副委員長： ありがとうございました。 

しっかりこれから対応していただけるということですのでぜひよろしく

お願いしたいと思います。ありがとうございます。 

他にご質問なりご意見等ございますでしょうか。 

平松委員、どうぞ。 

平松委員  ： 初めてなんで、どのとこで質問していいかどうかわからないんですけど

ご容赦ください。 

我々老人なので、どっちかというと自転車運転するよりも、自転車に危

ないと感じる被害者、というと大げさだけど、これでいつも出てくるの

は、歩道を走る自転車が非常に危ない。特に今アシストもついてますか

ら、スピードが出るんですよね。我々弱者っていうか高齢者が歩道を安心

して歩けるようになっていないので、どうしたらいいかっていうのはよく

わからない。どういう啓発活動したらいいのかね。 

僕もバス乗りますけども、バスに乗っていると（自転車が）車道普通に

走ってると非常に邪魔と言ったらおかしいのですが、バスが抜けないんで

すよね。 

だから、こちらから見ると非常にいらいらしてしまって。だけど（自転

車は）歩道を歩いて歩道行けって言うと、歩道を歩く人から見ると、自転

車が非常に危ない。あちらを立てればこちらが立たず、ですけども、そこ

ら辺は日本全体で見て、どういう啓発の方向があるのかっていうのがよく

わからないので、何か工夫があれば教えていただきたいと思います。 

古倉副委員長： ありがとうございます。 

今回の第３次の国の計画の中でも高齢者の安全対策っていうのは結構あ

りまして、自転車に乗る方とそれから自転車が高齢者との事故を起こさな

いように、とこういう２つの対策が書いてあるのですが、例えばその啓発

とか教育をもっとしっかりしましょうということ、どういう点をやるのか

という点については、あまり明確に書いてないところがあります。 

茅ヶ崎でもやはりそういう問題はずっと昔から言われておると思います
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けれども、その辺のところは対策として何か考えておられますでしょう

か。よろしくお願いします。 

事務局（安全対

策課）   ： 

ご質問ありがとうございます。安全対策課の吉川と申します。 

今ご質問の件、歩道を自転車で走行するということにつきましては、道

路交通法の中でも、１３歳未満、７０歳以上、またその他例外規定もござ

いますけれども、そういった限定される方々が歩道を自転車で走行できる

ような規定はございます。 

ただ、原則やはり車道の左側を走るということになりますので、まず交

通安全教室の中では自転車は、「車道の左側を走ってください」というよう

な啓発教育をしてございます。 

でも、仮に自転車を、歩道で走る場合には、当然その徐行という形で、

歩行者の方の安全を確保できるような距離を取ってあげることや、スピー

ドを抑える、そういったことに注意してくださいというような形、やはり

これ基本だと思いますけれども、歩行者のための歩道ですので、歩行者の

方の安全確保について、そこは注意をしているというところでございま

す。以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございました。 

今、平松委員のご質問は具体的に何か啓発活動しておられますかとこう

いう話を言っておられたと思うので、その辺はいかがでしょうか。 

事務局（安全対

策課）   ： 

具体的な部分においては当然、交通安全教室がやはり市のですね、こち

らの教育の柱の一つでございますので、その中で参加されてる方々への呼

びかけというのが一番メインとなります。 

その他についてはそれぞれのキャンペーンでですね。自転車のマナール

ールっていうところでの呼びかけというところでの周知になります。 

古倉副委員長： ありがとうございました。 

平松委員  ： 平松です。 

そうすると、車道を見てると、右が逆走禁止って書いてあるのでこれは

納得できるんです。歩道には同じように言うと、「歩道を走るな」とか、極

端に言うとね、そういうのは行き過ぎなんで、そういうことまでは書かな

いってことですね、簡単に言うと。答えにくいかもしれないんだけど。 

事務局（安全対

策課）   ： 

歩道は原則、やはり歩行者のための道路ということですので、そこをあ

えて歩行者のための道路、自転車走行禁止というところまでは、なかなか

その物理的にも難しいのかなというふうに思っております。 

平松委員  ： わかりました。 

古倉副委員長： 国の道路交通法では、「歩道通行可」という標識があったり、高齢者や子

供の場合など例外がありますが、先ほど少しご説明ありましたけど、そう

いうところは自転車が走ってもいいけど、ただし、徐行すると。徐行って

いうのは警察庁のご指導の数値では大体時速８キロぐらい前後とこう言わ
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れてるようでございます。８キロぐらいですと、大人が早足か早めにジョ

ギングよりはちょっと低いスピードで走ってくるという規定があります。 

ですから、それをしっかり守っていただくのと、もう１つ大事な点は、

歩道の中心線よりは車道寄りで、歩道が例えば３メートルあったら１．５

メートルの中心線があるとそこより車道寄りを徐行。さっきの話で徐行し

てくれとこういうふうな規定がございますので、そういう話も含めて徹底

していただくと、もっと自転車に対し歩行者がもう少し安全に走れるんじ

ゃないかなと思います。 

ただ、１点だけ申し上げますと、歩道を自転車が何で徐行しなければい

けないのかとか、何で車道寄りを走らないといけないのかというその辺の

説明も一緒にしていただけるともっとしっかり理解できるのかなと思いま

す。歩道上の自転車事故について全国の数字しか私は把握していません

が、約６５パーセントから７０パーセントが車です。自転車と車の事故が

歩道上で起こっているんです。確か１万件ぐらい歩道上の事故が自転車事

故あったと思いますが、そのうちのですね、６千件から７千件ぐらいは、

車と自転車が歩道上で事故ってるんですね。なぜかっていうと、例えば沿

道のコンビニの駐車場から出てくるときに、徐行してない自転車が近づい

ていくと急にバーンとぶつかってしまうとか、沿道の駐車場入ろうとして

左折して車が入ってくる時に徐行してないと、自転車自身が危ない、こう

いうことがあったりですね。それから車道寄りを走るっていうのは当然で

すけど、沿道の駐車場から車が出てくるときに車道寄りを走っていると、

視覚的には自転車が認識できます。ところが、そのぎりぎり建物寄り走る

と、もうほとんど認識できずに出会い頭に事故が起こってしまう。そうい

う点も含めてしっかり、何で歩道を走る場合に徐行して、或いは車道寄り

走らないといけないかのルール（をご説明していただきたい）。ルールって

歩行者を守るためでも当然あるんです。自分自身を守ってもらうために

も、そのルールがあるということをしっかり認識してもらって、それに基

づいて運転してもらうと余計に理解が進むんじゃないかと思いますので、

その辺もつけ足して恐縮ですけどお願いしたいと思います。 

平松委員  ： わかりました。知らなかったのはですね、歩道上走る場合は車道寄りを

走るっていうのは、僕は今初めて聞きました。知らなかった私が悪いかも

しれないんだけども、それは多分皆さん知らなくてね。歩道はいけないっ

ていうのはわかっているんだけど、走るならもう縦横無尽にどこでも行っ

ちゃうわけですよね。だから車道側を走るっていうのをもう少し徹底すれ

ばね、歩道上でも歩行者分離ができるんじゃないかって気がしました。 

以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございました。１点だけ、車道は今茅ヶ崎市でも車道上の走

行空間を整備しておられて、車道が走りやすくなるように努力しておられ

ると思いますのでそれは後からまたご説明よろしくお願いします。 
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ドライバーの教育というのは、自転車のドライバー、今の話と裏返しの

話になりますが、ドライバー向けの自転車に対する運転とかその他の教育

っていうのはしっかりしていただいてるんでしょうか。今のご質問の延長

だと思います。 

事務局（安全対

策課）   ： 

ドライバー向けの講習としましては、特に高齢者の方向けでシルバード

ライビングスクールという形で、茅ケ崎警察署との方が主催ということで

実施しております。やはり運転技術というところの再確認、認知機能も含

めてその動作機能なども再確認していただくようなきっかけとしてのシル

バードライビングスクールというのを毎年実施してございます。 

当然枠が限られてるっていうとこございますが、ここをちょっと広げて

いくような形といいますか、充実させていくような形も考えていきたいと

思っております。以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございます。 

１点だけ付け加えて申し上げますと、車と自転車の車道上の事故でハン

ドル操作をドライバー側が誤って事故起こるのは、０．１パーセントぐら

いしかございませんで、ハンドル操作を誤るのではなくて、自転車が見え

なかったと言います。例えば、駐車車両があってその前に自転車があっ

て、それが見えなかった。要するに、認知ミスのケースが大体８割以上だ

というふうに聞いております。 

つまり、ハンドル操作を誤る、例えばその車が自転車を追い越す時に前

の自転車が通ってるとこをちゃんと認知してるわけですから、認知ミスが

起こらないので、その追い越す時にそのハンドル操作を誤って引っかけて

しまうというのはほぼないですね。全国でも数十件さっき言いました６万

何千件ある中の数十件ぐらい車道ですね。 

ですからむしろ、その何に気をつけないといけないかっていうと、ドラ

イバーさんは自転車の存在という認知をちゃんとしっかりしてもらうとい

う、そういう点をしっかり教育していただくと、事故が少なくなっていく

とこういう可能性があると思うので、そういった点を含めてよろしくお願

いしたいと思います。 

大八木委員 ： 今先生のお話を聞いていると、自転車は歩道を走る時に車道側を走ると

いうお話ですと、歩道の真ん中から右側を走っていいってことですか。 

古倉副委員長： 対面から来る自転車との関係から言うと、左寄り、幅が狭いですけど左

寄り、それからお互いに走るとこんな感じになると思います。徐行します

から走るというよりは通行するという言い方の方が正しいかもしれません

が、そういうことになりますね。 

大八木委員 ： 歩道内でも左側走るものだと思っていました。先生のお話聞くと、歩道

内では車道側をとなると、車と同じように、左側車線を走った場合は、歩

道上ではゆっくり徐行しますけど右側を走ることになりますよね。そうい

うことですよね。 
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古倉副委員長： はい。 

大八木委員 ： その時に私たちの認識ですと、今までは歩道内でも真ん中から分けて左

側をと思っていたんですけど、今のお話だと右側ってなったんで。当然、

逆走する自転車もあるかもしれないですけど、今の先生のお話ですと右

側、車道側を走りなさい。 

古倉副委員長： 車道の右側通ってはいけないですね、当然。例えば歩道上で走れる場合

は徐行しますから、そんなにスピードが上がってないということを前提と

しまして。車道寄りの半分の部分、おそらく向こうから自転車が来るとす

ればお互い左側を通って分けるとこんな感じになるんじゃないかと思いま

す。 

大八木委員 ： そうすると、歩道内でクロスしてしまうのでは。 

個人的には私も自転車乗ったりするので、ふと疑問に感じてしまったと

いうだけです。ありがとうございます。 

古倉副委員長 まず歩道を通られる場合の安全のためにも車道寄りを走らないと、沿道

から出てくる車との接触が起こる可能性があるということです。 

あとはどの辺を走るかっていうのは確かにおっしゃるとおり、狭い範囲

の中で車道半分の車道寄りですと、ほとんど１．５メートルとかそういう

範囲ですから、明確にこの左側右側ってちょっと言いづらい部分はないわ

けではないと思います。以上です。 

事務局（安全対

策課）   ： 

今まさに歩道の車道側ということで、イメージとしては、やはり自転車

も車両でございますので、車道に近い方ですね、走っていただくっていう

意味で、歩道の車道側っていうことで整理をされてるということでござい

ます。以上でございます。 

古倉副委員長： ありがとうございました。他に疑問に思っておられたことありましたら

どうぞ聞いていただければと思いますがいかがでしょうか。よろしいです

か。 

すみません、各事業者さんなり市民の団体の方で、今まで取り組みでこ

ういったことをやってきたよ、という何かこういうご報告ありましたら少

し簡単にご紹介いただいても結構かと思いますがございますか。 

昔ちょっとお伺いしました自転車商協同組合で、小学校に自転車を持っ

てきてもらって点検されたというそんな話もありましたけど、今年は特に

そういったことはございませんか。 

財部委員  ： 今小学校はやってないですね、高校通学用の高校の自転車の点検を、今

は鶴嶺高校と西浜高校、全部１，５００、１，７００台ぐらいですか。 

年に一遍ＰＴＡの要請で、自転車組合から相当な人数を出して点検はして

ます。そういう活動はしてます。 

さっきのルールの話ですけども、細かい話ですみませんが、前にイオン

のところの交差点、あと保健所のところの交差点が歩車分離になりまし

て、「自転車はどれを守ればいいんだ」とお客さんに質問されたんですよ。
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要は歩道が青の時は、車両は赤ですよね、２ヶ所は。その時に歩道を走っ

てきた自転車をそのまま行くわけです。だけど車道走ってきた自転車はど

うすればいいんだって。それを警察の方に、出来たときに私が質問した

ら、返事がなかったんですよ。警察の方も多分わかってなかったと思うん

ですよ。その時は。 

古倉副委員長： 私もうろ覚えですが、間接的に聞きましたのは、歩道を自転車がいわゆ

る走行じゃなくて通行になると思いますが、その場合は歩行者用の信号に

従うと。それから当然、その車道を走ってきた自転車は歩行者用の信号で

はなくて、普通の一般の信号に従うとこういう話だったと思います。具体

的なその場所のそのイメージがちょっとわからないので。 

財部委員  ： 要は今日警察の方が来てたら欠席だったもんだからあれなんですけど

も、うちのお客さんが車道走ってて、車道の信号機を守ったら警察官に怒

られたんですよ。「歩道が赤だから渡っちゃ駄目」と。でも「俺は車両だ

ぞ」って言ったらしいんですけど、それでも怒られたらしいんですよ。だ

からそこのとこを言われたから警察と交通安全協教室かなんかで一緒にな

った時に、来た方に尋ねたら、「じゃ帰って調べます」って言われたっきり

返事がないんですよ。未だに私はその答えをもらってないんで。という質

問をしてしまってごめんなさい。 

事務局（安全対

策課）   ： 

そこは私もすごく気になっていて、警察の交通課の方にも以前お聞きし

たことがあります。 

基本的に車道走っている自転車は車両ですので、今回のイオンの前もそ

うですけども車道の方のですね、信号に従うということを伺ってます。 

ただ一方で、歩道を走っている自転車については、歩行者用の信号に従

う。ですけれども、あくまで歩行者という扱いなので、横断歩道を渡ると

きに降りて渡っていただくというこの大きな原則。車道を走ってれば車

両、歩道を走っていれば歩行者ということで、横断する場合には、降りて

渡ると、その２つは伺っております。 

古倉副委員長： 今の点もですね、もう今から５，６，７，８年と警察庁といろいろ大分

議論があって。何かというと、歩道で横断歩道を渡るときに自転車が降り

て渡るのか、それとも乗って渡るのかというのも大分議論がありました。

本当は原則、押して渡るということなんですが、ただ状況によっては徐行

の延長で徐行していただいて乗って渡っていただくのはあり得るんじゃな

いかとこういうふうなお話あったような気がいたします。すみません、そ

れ以上に私も答えができない。失礼しました。 

事務局（都市政

策課）   ： 

それでは続きまして、資料３の２ページ目、方向性の２、風を感じる空

間づくりについてご説明いたします。 

まずこちらの方向性なんですが、３つの取り組み内容と３つの主要な取り

組みがございます。 

こちらについても主要なものについてご紹介させていただきます。 
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まず初めに、④－１自転車専用レーンや法定外路面標示を活用した自転車

走行空間の確保に移ります。 

令和７年度の実績としまして、茅ヶ崎市幹線道路維持保全計画、こちら

自転車ネットワーク計画なんですが、自転車ネットワーク計画を形成する

ための整備計画になります。こちらも見直しを着手しているところであり

ます。 

また自転車走行空間の整備としましては、別紙のカラーの資料をご覧く

ださい。自転車走行空間の整備になります。今年度は道の駅の整備に伴い

まして、鉄砲道の柳島２丁目交差点から国道１３４号までの区間の矢羽根

の整備を実施しました。こちらの平面図にお示しした通り、こちらの区間

３６１メートルについて、矢羽根の整備を行っております。実際これによ

る具体的な自転車走行量のデータなど、ちょっと定量的なデータの測定は

行ってませんが、矢羽根の設置による自転車の走行位置と進行方向が視覚

的に明確化することができたかなというふうに考えております。 

また道の駅という拠点に対しまして、ネットワークの整備が一歩進んだ

というところで、本市の自転車プランのサイクルツーリズムということで

掲げておりまして、それの基盤が着実に進んでいるというふうに考えてお

ります。今の走行空間の整備につきましては、今回お配りしてます資料の

方には記載してないのですが、県道３０号戸塚茅ヶ崎線というところがあ

りまして、藤沢市の市境から国道１３４号に続く道なんですけども、そち

らの自転車走行空間の整備が３月に完了する見込みというふうに聞いてお

ります。こちらの走行空間の整備等につきまして今後の方向性について

は、茅ヶ崎市幹線道路維持保全計画自転車ネットワーク計画に基づき、自

転車の走行空間の整備を実施していきたいというふうに考えております。 

続きましてまた資料３に戻りまして、⑤－１利用しやすい駐輪場の整備・

運営に移ります。 

今後こちらについて市の実績としまして、今後整備を予定してます新栄

町第１自転車駐車場について、手法の検討を行うとともに、現行の施設に

ついてもラックの改善など、一部を改修しました。 

また今後については引き続き調査研究をしながら取り組みを進めていき

たいと考えております。こちらの方向性につきましてその他の実績及び今

後の方向性については記載の通りとなっております。 

事務局からは以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございました。 

結構たくさん書いてありますからすぐにご意見いただくのはなかなか難

しいかと思いますが、今ご説明ありました点につきまして、ご質問がござ

いますでしょうか。 

私の方からですね自転車の整備、④－１ですか、整備が進んでるとこう

いう話ですが、全体で何キロメートルぐらい進んだとかってなんかそうい
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うのはわかりますでしょうか。 

つまり茅ヶ崎市の中で、この自転車の走行空間、写真にあるような竣工

写真でございますが、こういうふうなものがどの程度、或いは自転車専用

レーンがどの程度加えてるかっていうその辺のご説明はいかがでしょう

か。 

事務局（都市政

策課）   ： 

市内の計画自体は４万５，６０４メートルを予定しております。そのう

ち市内の整備延長ですが、現在１万７，３２１メートルということになっ

ておりまして、整備率は約３８パーセントという状況になっております。 

こちらに国、県道が含まれておりまして、市道ですと約２６．４パーセン

トということになっております。以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございました。 

４分の１ぐらいが市道ということですけど、その整備率というのは、水

準的にはどうなんでしょうか。全国で比べると進んでるような感じもいた

しますが、あまりそれ比較されたことはないですか。 

事務局（都市政

策課）   ： 

【頷き】 

 

古倉副委員長： はい、わかりました。さっき申し上げました国の第三次のこの春に決め

る計画の中で、具体的な数字が書いてあって、８千キロメートルの整備が

あって、それで１．２万キロメートル、全国でこういうその空間を整備し

たいとこういう話があるようですから、それに比べると結構整備率として

は、高いんじゃないかなというふうに私は感じました。今急に言われた数

字なので、何とも評価しづらい部分ありますけど。いかがでしょうか。 

青木委員  ： いわゆるママチャリも近所では乗るんですけど、基本スポーツサイクル

で、藤沢から横浜通勤等で走ったりはしているんで、歩道を走るってこと

は本当によっぽど路上駐車が多いとか、駅前とか何かそういう時に、ちん

たらゆっくり駅前を走るってことはあるんですけど、やはり基本的に幹線

道路の車道走っているんで、矢羽根であるとかレーンとか、そういったも

のがどんどん整備されているのは本当に実感しております。 

ただ、この色んな道路ができていく中で、例えば高架ができるとか、ア

ンダーパスができるとかっていうと、これ茅ヶ崎は関係ない話でごめんな

さいですけど、自転車通行禁止のアンダーパスが戸塚の駅前とかできたり

して結構自転車が走りにくくなったな、なんて思うこともあったりはする

んですけれども。 

茅ヶ崎に関しましては、僕東海道沿いに住んでいますんで、茅ヶ崎方面

に来るときは東海道をバーッと走ってくるんですけれども、本当にそうい

った自転車レーンとかの整備が進んで、なおかつ車の運転もするんですけ

れども、車側がその自転車レーンがあるから、路上駐車を避けようである

とか、そこに対する自転車への意識が高まってくれてるんで、対、車の運

転手さんに関しては意識も高まってきているのかなと思うんですけども、
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そういった意識改革はやっぱりこの自転車を安全に、そして快適に走らせ

ることへの肝になっちゃってるんじゃないかと思うんですね。それについ

て整備を先にしていけば、意識もどんどん変わってくると思うので、引き

続き整備の方よろしくお願いいたします。 

古倉副委員長： ありがとうございます。走る側からこの整備っていうのは、有効である

というふうに今、お話をいただきましたので、ぜひこれからも進めていた

だきたいなと思います。 

やはり全体の中でどの程度自転車に配慮した道路があるかって、このパ

ーセント、さっき出ましたような数字ですね。非常に重要な数字だと思う

んですが、日本の国内であまりこういう全体の道路の中で何パーセントこ

ういう自転車に配慮した整備を進めている、例えばペンキが塗ってある、

ある空間ではあるかもしれませんけれども、そういうのが何パーセント配

慮しているんだというそういう割合が高くなればなるほど、その街の中で

自転車に対する道路空間での配慮がなされてるなというのは、全国でも示

すことができると思いますので、ぜひ整備水準の明示についてよろしくお

願いしたいと思います。ありがとうございます。 

その他、駐輪場の話や自転車の放置の話なんかも出ましたけど、この辺

り関本さんの方は何かお気づきの点はございますか。駐輪場の受託をされ

ておられますが。 

関本委員  ： そうですね。駐輪場に関しましては、一時コロナのまん延で外出自粛で

すとかそういったものがあったときは、かなり利用される方、通勤も減っ

て、利用率が減ったんですけれども、ここにきて、大分回復してきていま

す。コロナ禍前まではまだなかなかいかないんですけれども。利用者とし

ては、内訳としては、通勤をされる方は、なかなか回復していない。やっ

ぱり働き方が変わったっていうのもあるのかもしれないんですけれども、

一方で一時利用者につきましては、コロナの前よりは、利用率が上がって

いる状況です。 

あと、そういった部分もあって先ほど事務局の方から話があったんです

けれども、駐輪場の方の新栄町の第１、これが安全対策課さんと連携した

中で整備に入るっていうこともありまして、その受け皿として、新栄町第

２の方のラックの修繕とか、そういったものは、市と協議しながら、行っ

てるところです。以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございます。 

通勤通学だけじゃなくて買い物とか、その他の利用も結構増えていると

いうこういうお話でした。非常に有効活用されているなというふうに感じ

ました。ありがとうございます。 

他にこの部分でいかがでしょうか。もうちょっとこういうふうにして欲

しいとか何かご希望ございますでしょうか。 

さっき自転車よく乗っておられると山口さん、何かその感想があればお願
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いしたいと思いますけど。 

山口委員  ： 私はあんまり茅ヶ崎の駐輪場が空いているイメージが実はなくて、使い

方もよくわからず、例えばあの駅前のラスカのところにも併設の駐輪場が

あるんですけど、1回も使ったことがなく、電車に乗る時は家から自転車

で本当は行きたいんですけど、何か停め方もわからないし、そこでもし停

められなかったときに、電車に乗れなくなってしまうので、歩いて行くん

ですね。なので、わかりやすく説明とかあったらと、私の年齢でもうそう

思ってしまうので、ご年配の人で自転車使いたいけど、停め方もよくわか

らないよねっていう人もいらっしゃるんじゃないかなと思うのと、さっき

から法律の走り方っていうのを皆さんがお話されているときも、「ん－。」

と思って聞いていたんですけど、私知らないことばっかりで、でも自転車

よく乗っていて、そういうのって、こういう場に来てらっしゃる方は自分

から探しに行こうと思うと思うんですけど、私今まで探したこともなく

て。でも聞きたくないっていうわけじゃなくて、そういうのがどこを見れ

ば本当普通の人が知ることができるのかなって思いました。以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございます。 

今のおそらく２つぐらいあると思います。１つは駐輪場の入り方とか使

い方ですね。それともう１つ、空いているかどうかですね。その辺がよく

わかるとより使えるかなという感じがするのですけど、この辺はいかがで

しょうか。事務局の方で何か駐輪場については、事務局の担当者は整備の

担当じゃないですかね。 

事務局   ： 【頷き】 

古倉副委員長： わかりました。ぜひ恐縮ですけど駐輪場の満空表示みたいな、これ今や

っているのですかね。駅前の駐輪場満空表示といいますか。わからないで

すかね。 

事務局   ： 【頷き】 

古倉副委員長： どうぞ、関本さん。 

関本委員  ： 市営の駐輪場ということで限定させてお話をさせていただきます。ラス

カの駐輪場とかいうのは市営ではないので、使い方とか私もわからないん

ですけれども、駅に一番近い南口のところに、幸町自転車駐車場。本当に

南口のロータリー降りて左の徳洲会の方に向かう一方通行、あそこ行って

いただくと右側に幸町自転車駐車場があるのですけれども、そこにつきま

しては使い方についてはどこの駐輪場も一緒ですけども、一時的に使いた

い場合は、券売機が１回１００円というものがありますので、入る時にそ

の券売機で１００円の料金を払うと、一時利用券が出ますので、それをシ

ルバー人材センターの会員さんとかが立っているので、そういった方に見

せて入っていただいて、出るときも、それを見せていただいて、帰るとい

う使い方となっています。今の幸町の自転車駐車場ですけれども、そこに
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ついては非常に利用者が多いので、シルバー人材センターのホームページ

から「猫の目」っていうシステムがあるんですけれども、そこからたどっ

ていただくと、現在満車ですとか、何階までが満車ですとか、そういった

ような表示はされるようになっております。 

ただ、それ以外の駐輪場につきましては、そこまでまだ満車で停められ

ないってことはあまりないので、そういった情報は出していません。 

古倉副委員長： ありがとうございました。 

外国の話で恐縮ですが、ヨーロッパなんか行きますと、その地域全体で

官民問わず、全体でこの駐輪場は道路上に矢印があって、この駐輪場は何

台空いているとか具体的に台数まで表示されているようなケースもあった

りして、システム的にでき上がっているケースが結構あります。 

そういうのがあると結構使いやすいかなという感じはいたします。茅ヶ

崎市の方でもぜひ、将来に向かってそういう検討されるともっと中心市街

地の活性化にも貢献できるんじゃないかなと思います。ありがとうござい

ます。 

青木委員  ： 多分利用者からすると、今空いているかどうか手元でわかるのは良いん

ですけど、それが予約できるかどうかなんですよね。３０分後にこの自転

車駐輪場使いたい。でも、今空いているけど行ったら満車だとこれが一番

困るんで、スマートフォンを使ったり等、その辺はわからないですけど、

運用面としては予約ができる、これがベストだと思ってしまいます。以上

です。 

古倉副委員長： ありがとうございます。シェアサイクルはあらかじめ予約できるように

なっていますので、そういうシステムを少し応用しながら、駐輪場の管理

もこれから進めていただくと、よりもっと皆さん方に愛される駐輪場にな

るのかなと思います。ありがとうございます。 

いかがでしょうか。やり取りが駐輪場に偏ってしまいましたけど、走行

空間も含めて他に何かございましたら。 

よろしいですか。とりあえず先に進めさせていただいて、そのあともう

１回その何か全般的にご質問していただければと思います。 

次に方向性３について、よろしくお願いします。 

事務局（都市政

策課）   ： 

続きまして、方向性３暮らしに溶け込む仕組みづくりについて、ご説明

させていただきます。 

はじめに、こちらについては４つの取り組み内容と６つの主要な取り組

みがあります。まずはじめに⑦－２、健康づくり等に着目した自転車利用

促進をご覧ください。 

今年度は通勤ではありませんが、職員の公務中の自転車利用の促進を進

めてきました。 

また、自転車通勤推進企業宣言プロジェクト、こちらは国の自転車活用

推進本部が企業活動での自転車通勤や業務利用を拡大するために創設した
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もので、市が事業者として引き続き宣言企業に認定をされました。 

今後の方針としては、引き続き職員向けの自転車利用のメリットをＰＲ

していくとともに、健康づくり等に着目した自転車の利用促進策を検討し

ていきたいと考えております。 

続きまして⑦－３、自転車利用方法の提案による自転車利用促進をご覧

ください。こちらでは、今年度新たに電動アシスト自転車試乗会を行いま

した。こちらの詳細につきましては、カラーの別紙３、別紙をご覧くださ

い。こちら３の電動アシスト自転車試乗会ですが、茅ヶ崎環境フェアとい

うイベントの中で、パナソニックサイクルテック株式会社協力のもと、電

動アシスト自転車試乗会を実施しました。 

具体的にはトラックを持ってきていただいて、約２０種類の自転車をパ

ナソニックさんの方に持ってきていただいて、実際ご自身が乗ってみたい

気になる自転車について、その場で乗って、坂道なんかも発進して、乗り

心地を体感していただくというものになります。 

当日なんですけども、電動アシスト自転車に初めて乗る方もかなり多く

いらっしゃって、体感なんですが、７割程度かなというふうに思っており

ます。本当に多くの新しく乗る方にお越しいただいたなというふうに思っ

ております。 

また先ほどもちょっとお伝えしましたが、自転車の種類が２０種類近く

ですね、シティーサイクルですとか、子乗せ自転車ですとか、マウンテン

バイクですとか、本当に多くの種類があったため、ライフスタイルに合っ

た自転車を試乗いただくことができたかなというふうに考えております。 

また、気軽に乗っていただくことを目指していたため、当日アンケート

等はあえて実施を行わなかったのですが、参加者の方から、「漕ぎ始めがス

ムーズで全く力が入らないですね」とか、「実際もっと重いイメージがあり

ましたけど、そこまでではないですね」ですとか、あとは距離について

は、例えば７０歳ですが、「自転車を電動アシスト自転車にしてみてから移

動距離が変わりました」ですとか、「免許返納するとどうしても移動距離が

短くなるので、少しでも範囲が広がる電動アシスト自転車は良いと思う」

などと感想をいただくことができました。 

なので、今回このイベントで新たに電動アシスト自転車について少し体

感していただく良い機会になったかなというふうに考えております。 

その他、方向性３暮らしに溶け込む仕組みづくりにつきまして、実績で

すとか今後の方向性については記載のとおりとなっております。 

事務局からは以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございました。 

今の方向性３は、シェアサイクルとそれから健康増進のための自転車通

勤等の推進。それから、自転車利用方法の提案ということで電動アシスト

自転車の試乗会をやったなどの実績のご報告でございました。 
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いかがでしょうか。ご質問等ありましたらお願いしたいと思いますが。 

 

このシェアサイクルについては何か新しいことはございましたか。実績

は、点検されたという現状確認が中心ですか。 

事務局（都市政

策課）   ： 

シェアサイクルにつきましては、引き続き事業者と連携しながら、設置

に向けて、協議を進めているところであります。 

古倉副委員長： まだ本格実施ではなかったですか。まだ本格実施ではなく、実験段階で

すか。シェアサイクルは。 

事務局（都市政

策課）   ： 

シェアサイクルについては、事業者が既に運営をしてます。 

古倉副委員長： はい、わかりました。この中でシェアサイクルに乗られたことがある方

っていらっしゃいます。 

久木委員  ： はい。久木です。茅ヶ崎じゃなくて東京ではありますけど。茅ヶ崎では

ないです。 

古倉副委員長： ありがとうございます。まだ茅ヶ崎では浸透していっていない（のでし

ょうか）。宣伝をしていただいて、自転車の活用促進お願いしたいと思いま

す。さっきから国の話ばかり出して恐縮ですが、第３次の新しい計画の中

では、シェアサイクルという言葉が４０ヶ所ぐらい出てきまして。なぜい

いのかって言いますと、もちろん自転車が持ってる健康とか環境によい性

格と、もう一つは誰でも使えるという、公共性がある。その自転車プラス

公共性のある、非常にレベルの高い自転車とこういうふうなことになって

ございますので、ぜひそういう利用の促進もお願いしてきたらいいのかな

と思います。 

特にシェアサイクルはご存知かと思いますけど、自転車の放置ですね、

返さないと、料金がどんどん自分のそのカードから落とされてしまいます

ので、返さないといけませんから放置するという、自転車の放置が非常に

少なくなるということとかですね。 

それから絶えずシェアサイクルは点検されてますので、車体が悪そうに

見えても一応点検されてますので点検が行き届いてるとか、それから保険

がかけられてますので、事故が起こった場合もその一定のですね、保障が

されるということでですね、そういう意味でシェアサイクルというのは結

構自転車の中でも、安全性とかそれから、利用のしやすさとかそういった

点でもいいということになりますので、そこに今後の方向性の中で交通空

白地帯解消となっておりますけれども、公共交通がなかなかカバーできな

いような地域もシェアサイクルによってカバーすることができる可能性が

あるということでございます。ぜひまた皆さん方のご利用ですね、お願い

したいと思います。 

それからあと健康、通勤ですね、こういったものについて、茅ヶ崎市も

宣言プロジェクト企業と市役所もなっておられるということでございます
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が、市役所の方で自転車の通勤というのは大分進んでおるように感じます

が、いかがですか。皆さんにお勧めするからには市役所もどんどん進んで

るとこういうお話をしていただいた方がいいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

事務局（都市政

策課）   ： 

はい、そうですね。茅ヶ崎市ではもちろん自転車通勤宣言プロジェクト

ということで、自転車通勤を広めていきたいなというふうには思っており

ます。ただ駐輪場（の課題）ですとか、別の担当課にはなるんですけど

も、そういったところで、検討は行っているところではあります。 

古倉副委員長： はい、ぜひ市民の皆さんにお勧めすると同時に市役所の方でもぜひ推進

していただければと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

いかがでしょうか。ご質問等ですね、ご意見なりありましたらお願いし

たいと思います。 

それからあと電動アシスト自転車の方ですけど、私の方からちょっと申

し上げますと、価格が高いというのは当然あります。大体普通自転車に比

べると４、５倍ぐらいの値段になるんじゃないかと思います。これがです

ね、意外と安全対策に効く。電動自転車はスピードが出過ぎて危ないと皆

さん思っておられるかもしれませんが、さっき試乗された方のご報告があ

りましたけど、発進が非常にスムーズでふらつかない。このふらつくとい

うのはやっぱ自転車にとって一番危険な性能でございまして、弱点でござ

いますが、電動アシスト自転車ですと特に発進時等、坂道なんかもふらつ

かないというのがありますので、そういう意味で安全性の確保できるとい

う点。それから信号機ですね。信号機で或いは一時停止の時に一旦止まり

ます。普通自転車に乗っておられる方っていうのは、やっぱり再発進がち

ょっとしんどいのですが、電動アシスト自転車ですと、まさに発進の時に

アシストが非常に高くなる、２倍になるということがありますので、容易

に一時停止や信号遵守ができるとこういう性格を持ったものでございま

す。それをちゃんと理解していただいて利用していただけると非常にいい

と。 

さらに、さっきの高齢者の話が出ましたけど、自転車の利用の距離が伸

びるということで、高齢者の免許返納にも繋がるということになっており

ます。私の調査した袋井市というところで普通自転車の１．６倍ぐらい、

大体普通自転車ですと限界距離が２．５キロぐらいなんですけど、電動ア

シスト自転車だと３．８キロぐらいまで平均的に行ってもよいという、１

００人の高齢の電動アシスト自転車利用者に対するアンケート調査があり

ます。そういう結果が出ておりますので、そういう意味でも免許返納によ

る安全向上に寄与できると感じもします。 

ただ、歩道をスピード上げて走られるという方では、子供の自転車など

スピード上げるということになってしまって危険性が出ますので、それは

法令を守って走っていただくということになるんじゃないかなと思いま
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す。 

すみません、ちょっと私の方で申し上げ恐縮です。他にいかがでしょう

か。 

 

それから自転車の利用距離が伸びるとですね、非常に中心市街地の活性

化とまちづくりにも寄与できます。鈴木さん、何か自転車の活用について

ここに出ておりますけど、もっとこんなふうに活用したらいいとか或いは

街の力をふやすにはどうしたらいいかと何か自転車について何かご感想あ

ればお願いしたいと思います。 

鈴木委員  ： 私もごく最近なんですけどもアシスト自転車に取り替えました。取り替

えた時は初めて乗るということで、今、副委員長から非常に安全性が高い

と言われたけど、初めの時に、漕ぎ始めが一気にぐぁっと踏んだ時に行き

ましたから、こんなに危険なのかなと思ったんですけど、それをしっかり

とブレーキをかけて踏み出せば、そういうのもないなと。こうしなきゃい

けないというのは実感として受けたわけですから、やはり前々から出てお

りますように、自転車に乗る場合、やはりルールを守ってというのが一番

基本じゃないかなということで前の話に戻ってしまうんですけども、歩道

を走る際、これも私はアシストに変えてから、本来でしたらもう歩道走っ

てもいい歳なんですけども、あえて車道を走るようにしてます。というの

はやっぱり、普通の速度が全然違ってきますから、やはり歩行者には迷惑

かけられないなということで常に車道を走るように、心がけて進めている

というような状態ですね。 

古倉副委員長： ありがとうございます。非常にいいお話をお伺いしてよかったなと思い

ます。ありがとうございます。 

本当は電動アシスト自転車の特徴で申し上げなかったんですけど、低

速、つまり低速時にふらつかない、というメリットがあります。徐行して

も普通自転車ですとどうしてもふらついて、かえって自分が危なくなると

いう可能性があるんですけど、電動アシスト自転車ですと徐行すると一定

のふらつきはなくなりますので、徐行が容易にできるという特徴がありま

す。ただあまりその使い方をする方はいらっしゃらないので、あまり強調

はできないと思います。もし、危ない時に（歩道に）上がっていただいて

もこれやむを得ないと思いますが、上がって走るときに電動アシスト自転

車の特徴を生かして徐行していただくとより安全に走れるかなというふう

に思いますので、ぜひそういう点も配慮いただければいいのかなというに

思います。 

よろしいですか。お時間も大分ですので次、方向性の４です。 

事務局（都市政

策課）   ： 

はい、それでは方向性の４、まちの魅力に触れる仕掛けづくりのページ

をご覧ください。 

こちらは２つの取り組み内容と、５つの主要な取り組みがあります。 
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まず初めに、⑪－２自転車を活用したライフスタイルの提案について、

をご覧ください。こちら令和７年度の取り組みとしまして、これから開催

になるんですが、２市１町で開催する湘南アーバンスポーツフェスタとい

うものがございまして、その中でＢＭＸを始めたいと思っている子供たち

向けのスポーツ体験交流イベントを開催する予定となっております。 

今後につきましては引き続き、イベントなどを活用しながら、ライフス

タイルの提案を行っていくとともに、手法についても検討していきたいと

考えております。 

続きまして⑫－２のサイクルツーリズムをご覧ください。それについて

今年度は、パートナーシップ協定を締結しているスルガ銀行と協力をし

て、自動車で市内の観光スポットや施設を紹介する動画としてウェブ記事

を、ＳＮＳ等を用いて発信を行いました。今後につきましては、ＳＮＳで

の情報発信だけではなく、より広くサイクルツーリズムの周知を行うため

に、イベントの開催など新たな事業を検討していきたいと考えておりま

す。 

その他の実績及び今後の方向性については記載のとおりとなります。事

務局からは以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございました。今のところでちょっとわかりにくいのがＢＭ

Ｘっていうのは初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれないので、ご説

明いただくとよろしいんじゃないかと思います。 

事務局（都市政

策課）   ： 

ＢＭＸは競技オリンピックの種目にもなっているスポーツの一種なんで

すけども、茅ヶ崎市でスポーツのアンバサダーになられてる内藤寧々選手

というの選手がいて、ＢＭＸ幾つか種類があるんですけども、例えばフリ

ースタイルパークというものですと、複数のジャンプ台があるパークと呼

ばれる競技のエリアがありまして、その中で、制限時間内に可能な限りト

リックっていう技を披露して、難易度ですとか完成度ですとか独自の技を

競う。技も色んな種類があるんですけども、自転車に乗って、トリックっ

ていう技を生み出すっていうそういう競技となっております。 

すみません、わかりにくければ申し訳ありません。以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございます。おそらく今回のオリンピックで、スノーボード

で空中に飛んで回転したり、そういうのを自転車でやるとそういうイメー

ジじゃないかと思うんですが。多分あの画像で見られたことあると思いま

すけど、そういうイメージで、自転車でスポーツをやっている。これもや

っぱり自転車の幅広い活用の１つかと思いますので、そういうことも含め

て自転車で何ができるか。要するに市民の方がなるべく幅広く自転車に対

して興味を持っていただけるイベントとか、そういったものを推進してい

きたいとこういうご説明でございました。いかがでしょうか。 

平松委員  ： 平松ですけど、２つ意見があります。 

１つはね、ＢＭＸって思い出したんですけども、茅ヶ崎は海もあります



- 23 - 

 

けども、丘陵地帯もありますよね、非常にね。だから、そういう運動する

には僕ももうちょっと若いときはよく行ったんですけど里山公園とか、あ

ちらの堤の方ね、あれは都会にはなかなかない。しかも海じゃなくてです

ね。すごくいい所。自転車にとってものすごくいい所だと思うんすよね。

あっちの方でこそね、自転車専用道路とまではいかないけども、何か茅ヶ

崎の売りになるような、本当にみんなのためになるのができんじゃないか

と思うので、何かひと工夫あればいいなと思って。 

もう１つはですね、やっぱり人と共存するのはすごく大事だと僕は思う

のですけども、その時にいつももう自転車、歩道を走ってると後ろからチ

リンチリンと（ベルを）やるんでね。「邪魔だ、邪魔だ」みたいな感じで

ね。本当はそういうつもりじゃなくて、「危ないからちょっと気をつけくだ

さいよ」っていうつもりでやってると思うんですよ、本人はね。だけどチ

リンチリンってなんかね、「どけ、どけ」みたいなフォン（＝クラクショ

ン）みたいですね。車の場合は、例えば左に曲がる時はね、フォン（＝ク

ラクション）じゃなくて、「曲がりますよ、曲がりますよ」と言いますよ

ね。だから自転車にも、チリン、チリンじゃなく、「通りますから、気を付

けて気にしてくださいね」っていう、その中間的なベルじゃないやつがな

いのかなと思って、自転車メーカーさんにお願いしたいんだけど。以上で

す。 

古倉副委員長： ありがとうございます。 

例えば公園みたいな、要するにその海でないところでもそういうＢＭＸ

に限らず自転車競技ができるようなそういう施設が考えられないのかとい

うことと、それから要するに、自転車のチリンチリンというベルに代わる

ようなもうちょっとこう優しいのがないのかなとこんなような話あります

けど。いかがでしょうか。おわかりになってる範囲で、事務局の方でお答

えいただけますでしょうか。 

財部委員  ： 自転車組合の財部ですけども、自転車のベルはあれしか駄目みたいで

す。もっと強烈なのはできると。本当に「どけっ！」ていうような音を出

すことは可能だそうです。普通ですと、乗ってる方が、「すみません、通し

てください」って言う方が一番簡単ですよっていうメーカーの話でした。 

私もあのベルの音は本当に感じたんですよ。私が歩いてて後ろから鳴ら

されたら腹立ちますもんね。それをメーカーに言ったら、音は強烈な音は

出せるけども、あれ以上やさしい音はなかなか難しいですという返事をい

ただきました。だから乗ってる方が、それはもう「すみません、通してく

ださい」って言葉で言った方が確実ですよって言う返事でした。そういう

わけです。 

古倉副委員長： はい、どうぞ。 

鈴木委員 ： 今のそのとおりでですね、私も自転車乗って前に人がいた場合は、その

まま「右から追い越しますよ」というように声をかけるようにしてます。 
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そうすると本当にお互いが気持ちよく通行できるかなということで、でき

ればそういうことには心がけてやったつもりです。 

古倉副委員長： ありがとうございます。それはね、なんていいますか、ルールというよ

りマナーみたいなものですよね。 

やっぱり自転車もさっきの共存していかなければいけないとこんなお話

の中でやはり非常に重要なポイントかと思いますので、ルール・マナーを

啓発される時も、やっぱり自転車と他の交通手段の共存をなるべく図っ

て、調和が取れたような利用の仕方っていうのを検討していただいて、皆

さん方に自転車利用者にも啓発していただきたいなと思いますが、特に何

かございますか。事務局の方で今までやってこられた啓発の中で、そうい

う他の交通手段との関係で調和が取れたような運転について啓発されたと

いうのは、何かございますか。 

事務局（安全対

策課）   ： 

ルールだけでなくマナーの重要性っていうのは非常にご指摘のとおりだ

と思っております。 

ルールだけではやはり交通環境というのは、よくなりませんので、今お

っしゃっていただいたような、後ろからのこういう声かけなどについて

は、日頃の交通安全教室の中でも、自転車のルールと合わせてお互いが気

持ちよく、その道路環境を利用できるように思いやりを持って行動しまし

ょうというようなことがお伝えしてるところでございます。 

古倉副委員長： ありがとうございます。 

さっきからちょっと議論が出てまして歩道をね、歩行者がやっぱり主役

ですので、特に歩道を通るときはやはり自転車の方は歩行者に対する配慮

っていうのは絶対必要かと思います。ルールとマナーも今のようなお話で

あろうかと思います。 

1点だけ私のところにある大阪のメーカーから器具を送ってこられまし

て、それを見るとですね、電池を入れるのですがそのボタンを押すと、さ

っき言われた、割と大きいよくと通る声で「すみません、自転車を通して

いただけますか。ありがとうございます」ってそういうふうな声がるんで

すよ。もちろんベルはつけないといけないと思いますが、ベル以外にそれ

をつけてですね。 

ただちょっと言い方が、そういう声が大きいもんですから、あんまりこ

う申しわけなさそうに言ってるものじゃないものですから、ちょっと改良

したほうがいいと思いますが、そういう器具もあることはあります。ご存

知ですか。何かこれをぜひ普及したいとおっしゃるから、確かにいいと思

いますけどただ、やはり歩道であまり大きい声出して、後ろから歩行者を

びっくりさせると、やっぱり色んな問題出てくるんで十分ご注意された方

がいいというふうに思ったとは申し上げました。 

すみません、それからさっきのＢＭＸの施設みたいな、そういったもの

で何か茅ヶ崎市で、スポーツ的なバイクの運用について何かやっておられ
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る或いはこれからあり得るかなと、何か思われるようなもの、何かござい

ますでしょうか。計画の中で何か特に入っていましたか。第３次の自転車

推進計画の中では特にそういうことは書いてないですか。 

事務局（都市政

策課）   ： 

そうですね。 

今回を開催するＢＭＸの体験会については、実は２市１町藤沢市茅ヶ崎

市寒川町と合同でやっておりまして、会場自体は藤沢市の場所っていう形

になっておりまして、茅ヶ崎市の方では施設がないものでして、藤沢市っ

てやるっていう状況ではあります。 

古倉副委員長： ありがとうございます。茅ヶ崎市内では、そういう施設がないけれども

２市１町で共同してやっておられるということで。どうぞ。 

財部委員  ： 柳島の高速の高架下に昔ＢＭＸが走れるコースがあったような気がした

んですけれども今はもうなくなってしまったんですか。 

あと寒川にありますよね。これにＢＭＸのコースありますよね。あそこ

でよく大会開いていますもんね。茅ヶ崎もそうですね、どっかの高架下の

とこに何か。 

事務局（都市政

策課）   ： 

財部委員おっしゃるとおりですね、ゆめわくわく公園といった公園がご

ざいますが、そこの部分にですね、コースのような形のものがあるんです

けども、本当に直線で行って直線で帰ってくるような形の、そういうよう

なコースですね。ちょっと大会とかができるようなものではないものでご

ざいます。 

あと寒川町さんの方では、中央公園の方に、確かしっかりしたものが作

られていたというところを記憶しているところでございます。 

古倉副委員長： ありがとうございました。そのようなところでよろしいでしょうか。 

あとどうぞ。大八木委員どうぞ。 

大八木委員 ： 観光協会大八木です。 

今の話の中で、⑪－２体験会の実施予定これいつですか。教えてもらえ

ると助かります。 

事務局（都市政

策課）   ： 

よろしいですか。 

体験会はですね３月２２日日曜日になっております。申し込みは既に締

め切っているというふうに聞いております。２２日に藤沢市の秩父宮記念

体育館３階サブアリーナというところで開催されるということで聞いてお

ります。以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございます。 

引き続きね、イベントで自転車の使い方といいますか利用についてね、

幅広く推進していただければと思います。ありがとうございます。 

他に、斉藤委員どうぞ。 

斉藤委員  ： マナーと気持ちの問題のところなんですけど、今日文教大学の松本先生

がいらっしゃったらお願いしたいなと思ってはいたんですけれども。 

私小出小の子供たちの見守りの方もしているんですけれども、文教大学の
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大学生結構歩道を自転車で走ることが多くて。急いでるんでしょう、きっ

と。すごいスピードで走り抜けていくことがすごく多くて、子供たち危な

いなと思う時がございまして。 

子供向けには、小学生の交通安全教室とかやっていると思うんですけ

ど。それを教室までいかなくても、大学とか高校の方でもこんな感じでマ

ナーを守って、みんなの気持ちで、ちゃんと徐行しながら、自転車走行し

てもらえると、地域の方々もありがたいと思っていますぐらいのことを、

ちょっと言っていただけるとありがたいなと思って。何か見守りやってる

お母さん方からも、「自転車危ないんだよね」っていう声を、時々耳にする

ので、今日欠席なさってたので、お願いできなかったかなと思ったので。

ごめんなさいここで一言、付け加えさせていただきました。 

古倉副委員長： ありがとうございます。非常に重要なご指摘かと思いますので、事務局

の方からまた先生にご意見をお伝えするとして、それ以外にもやはり連携

して交通安全教育というのは高校とか大学とか含めて推進していただけれ

ばありがたいなと思います。 

はい、どうぞ。 

事務局（安全対

策課）   ： 

ご意見ありがとうございます。 

今回の青切符制度導入に合わせまして、年齢の対象が１６歳以上となる

ことから、市内の公立の小中学校そして文教大学さんにもですね、今回の

交通安全に関する青切符制度の導入のチラシなども警察さんと一緒に配布

してきたところでございます。その中で、やはりこの歩道の走り方も含め

て注意をしていただくような形、具体的には、左側通行であったり、一時

停止など、そういったところを中心に話をさせていただいたのですけれど

も、やはりマナーの部分も含めてですね、この機会に周知はしてきたとこ

ろでございます。 

ただそれ１回で足りるかというとそうでもないと思いますので、今回ま

たご意見いただきましたので、次の機会にまた高校大学など、回らせてい

ただきたいと思っております。以上でございます。 

古倉副委員長： よろしいですか。おそらくなんというか、教育の話は青切符に先駆けて

去年の１１月に警察庁の方から年齢層別というか世代別にですね、高齢者

とかそれから社会人それから学生とか分けてルールの教育の仕方、ガイド

ラインみたいなものが出ました。多分ご存知だと思いますが、官民連携協

議会からですね私も委員をやっておりましたけど、やっぱり大事なのは、

こういうルールがあるんだよ、だけじゃなくて、そのルールは何でそんな

ルールがあるのかっていうそこをちゃんと事故の実態も含めてご説明され

るとより理解が進むということで、その中にも結構事故の実態、例えば、

一時停止の義務のあるところ、カーブミラーを見ながら止まらずにいって

しまう自転車が結構あるんですけど、実はカーブミラーの死角があって見

えない部分があったりしますので。そこに歩行者がいたりする可能性は絶
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対あるんですね。 

それと夜間なんか無灯火の自転車ですと全然その認識できないとか色々

な問題点があり、必ずカーブミラーを見ると同時に、それを参考にして一

時停止をちゃんと励行するというようなこともやっていただく必要あるん

じゃないかと思います。そのガイドラインの中にはそういったことも入っ

てます。具体的にそういうガイドラインを参考にしながら、徹底して教育

をこれからお願いしたいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

財部委員  ： すみません。 

古倉副委員長： どうぞ。 

財部委員  ： 自転車組合からですけれども、先ほどから青切符、反則金制度という話

が最初からそういうお話から入られたんですけれども、皆さん自転車の道

交法ってご存知ですか。何歳以上の人が何歳以下の子を乗せてもいいです

って答えられますか。 

いろいろ細かいことを全部把握している方ってまずいないと思うんです

よ。それで副委員長さんが最初に言われたのは、そう厳しくやるんじゃな

くてまず指導から入るっていう話になっていたんで。 

今は小学校中学校、そういう学校には配っているんだけど一般の私らは

ほとんど知らないと思うんですよね。その自転車の法規を。私らも対象に

した、何か配るパンフレットみたいなものは、この前回覧版で回ってきた

からね。ちょっとしたものが。だけど、あんな案が少ない項目じゃないと

思うんですよね。もっと詳しくってやるとすごいことになっちゃうと思う

んですけども、その辺はどうお考えになっていますか。 

古倉副委員長： いかがですか。 

事務局（安全対

策課）   ： 

ご意見ありがとうございます。自転車のルールについては非常に細かく

規定されております。それについては、取り締まりというのはやはり警察

ですので、道路交通法の所管である警察の方でまずは指導。その指導に従

わない場合はその取り締まりということで、青切符であったりという状況

になります。 

我々やはり大事なのは、１人でも多くの方にその交通ルールのその基本

的なところですね。一番大きなその自転車安全利用５則ということで、例

えば左側通行、或いはその交差点で信号機の指示に従うとか飲酒運転はし

ない、ヘルメット着用、夜間は灯火するというその大きく五つの自転車安

全利用５則をまず、少なくとも皆様にしていただくっていう必要性がある

と思ってます。 

その交通安全教室っていう１つの柱ではあるのですが、それでは当然ご

指摘のとおり、行き渡らないということもございまして、今後例えばプッ

シュ型という形で、皆様の方でもグループＬＩＮＥであったりとかメーリ



- 28 - 

 

ングリストなども持っていらっしゃると思いますので、そういったツール

を活用させていただきながら、広く周知をしていったりですとか、出前講

座のように皆様が寄り合いなどでお集まりになるときに、我々警察と一緒

に参加させていただいて、そこでお話をさせていただくような、そういっ

た草の根の活動と、いわゆる電子媒体を使った広く周知していくような、

そういったものを併用して、今後やっていきたいと思っております。以上

です。 

古倉副委員長： ありがとうございます。去年１１月には警察庁のガイドブックは、行政

だけじゃなくて、シェアサイクル事業者とかその他の学校も、官民が連携

してそれぞれの立場で、それぞれのできることをやるとこういうふうなこ

とが書いてございまして。例えば自転車販売するときに、それぞれ必要な

ルールを購入者にパンフレットを渡すとかそういうふうなことも書いてあ

ったように思いますから。徐々にそれが徹底されてくるのじゃないかなと

思います。 

ただ、さっき言われたように、青切符そのものはですね、交通反則金制

度は１１３種類ありますんで、その１１３種類をすべてその専門でない人

がパッと理解するのはまず不可能だと思いますから、さっきのお話を前提

としますと、警察官なりもちろんその専門の方がご指導されて、特に街頭

で右側通行してる人が、警察官が注意して「駄目ですよ」って、或いは

「無灯火の人駄目ですよ」とこう言われて、それを無視してですね、今ま

で無視しても、警察官がそれを取り締まる方法がなかったのですけど、注

意した上で聞かなかったらこれはもう完全に青切符を切る。つまりこれを

悪質っていうふうに見なされるように書いてありますんで。警察庁の通達

といいますか説明ではですね。 

ですから、聞かなかったらそれは青切符切られることになります。指

導・警告を聞いて、右側通行の人が左側通行に転換してちゃんと行ってく

れれば、それは別に何のお構いもないといいますか、そういうシステムに

なっている。つまり、警察官の指導に従わないのは悪質とみなされて、青

切符を切られるとこういうふうな順番になっているので、そういったこと

も含めて本当はね（説明があるとよい）。 

ただ、あんまり警察が自ら取締の限界性を言うのはなかなか言いづらい

ところもありますので、一応説明するとそういうふうな状況になっている

ということのようでございます。その辺が、一発ですぐ取り締まるってこ

ういう話でもないところも、本当は少し理解していただかないと、逆にそ

の自転車利用がシュリンクしてしまうということになると困るなという部

分があります。その辺うまく理解してもらえるような浸透が必要なのかな

と思っています。ご担当の事務局の方も、ぜひそういったことも含めてで

すね、あまり大っぴらには言えないと思いますけど、悪質または危険とい

うのは取り締まるんですよということは、即取り締まりがないというそう
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いうニュアンスで理解していただくと、利用促進と安全対策が調和する、

そんな感じになるかと思います。よろしくお願いしたいと思います。以上

です。 

皆さん何かございますか。今までのところで色々お話が出ましたけど、

例えば走行空間を設け、バスがちょっと追い越しにくいとか、そういった

ことを含めてコメントいただければと思います。 

杉本委員  ： 神奈川中央交通の杉本です。 

先ほど平松委員の方からも、自転車がいるとバスが抜けなくてというお

話もあったかと思うんですけど、弊社といたしましても、やっぱり事故を

起こさないっていうところが会社としての最重要事項になっております。 

あとは一方で、自転車との共存というのも必要だと感じておりますの

で、引き続き自転車もバスも、うまく走行できるようなことを目指して進

めていければいいのかなと思います。以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございました。昔バスの運転手さんにヒアリングをしたこと

があって、その時に自転車走行空間があると、逆に自転車がそこ走ってく

れて、バスの予見可能性といいますか、安心というかどうかあれですけど

安心して通れると。ですからやっぱりそういう走行空間がちゃんと設定さ

れる場所は比較的自転車の行動がそこを通ってくるということ。 

ところがそれがないとどこを通るかわからない、怖いというようなこと

もありましたのでね。その辺早く走行空間を作っていただいて進めていた

だけるとより安全というか、バス会社としても安全に運行していただける

かなと思います。 

他にいかがでしょうか。特にございませんか。他にご紹介なり、何かご

ざいましたらご発言をお願いしたいと思いますが。 

それではありがとうございました。予定した議事は以上でよろしいです

か。 

ありがとうございます。 

その他何か一般論で結構でございますけど、何かございますでしょう

か。委員の皆さん方からこんなこと気にかかるなとか、こんなことどうな

んだろうというのがありましたら、この際ですからご発言いただければと

思います。どうぞ。 

久木委員  ： 久木です。もう自転車活用推進計画が第３次なので、ちょっと私が知ら

ないだけかもしれないんですけど、前提として、この茅ヶ崎市っていうの

は自転車の事故が多いのかどうかっていうところが、わからないなってい

うところと、あとはシェアサイクルの推進というのがありましたけど、そ

の想定されているユーザーというかその促進していきたい人達っていうの

が誰なのかなっていうのがあって。市民が使うっていうことは何かあんま

り私の中でイメージがなかったんですね。外からいらした方が、電車から

降りて車ではなく、自転車で回って欲しいっていうところなのかなという
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ふうにお見受けしたんですけども、実際のところ何をねらってるのかって

いうところが知りたいです。 

あと、個人的に全体を聞きながら思ったのは、この計画っていうのはわ

からないのですが、車から自転車に人を動かしていきたいっていう目的が

あるのかなと思うのですけれども、その時にやっぱり駐輪場の使いやすさ

が良くなればですね、もっと自転車で行こうかなというふうに自分自身が

思うかなっというのは先ほどからいくつかお話が出てましたけれども、予

約ができる、空いてるっということがわかっているとか、あとはやっぱり

券売機について、自分の財布に 100円がないっていう時が結構あって、さ

っきまでＳｕｉｃａで帰ってきたのに、お財布から小銭を出すって別の行

動をしなければいけないので、すごい小さなことなんですけどものすごく

そこが全部Ｓｕｉｃａで済んじゃうみたいなことになると、何かこう、全

然体験としては変わってくるかなっていうのがあって。すごい小さなこと

なんですけれども、体験が良くなるともうちょっと自転車で行こうかなっ

ていうところになるかなっていうのがありました。 

今日はありがとうございました。 

古倉副委員長： ありがとうございます。 

今３つございましたけど、まず事故の状況ということはいかがでしょう

か。どうぞ。 

事務局（安全対

策課）   ： 

自転車に関係する事故というのは茅ヶ崎市で言いますと、昨年令和７年

の１月から１２月という暦年ではございますが、３９９件ということで、

すべての人身事故、７３４件のうち、約５４パーセントということで半数

以上が自転車に関係する事故でございます。 

この傾向というのは、神奈川県内で言いますと、神奈川県平均が約２５

パーセントから３０パーセント程度自転車が占める割合ということからす

ると、非常に自転車に関する事故が多いというのが茅ヶ崎市の特徴でもご

ざいます。 

このためやはり今の交通安全教育も自転車に関するところにかなり力を

入れてやっているところではありますが、なかなかその減少には繋がって

いないというのが、もどかしさとしてはあるんですけれども、市としての

特徴としては、自転車事故が多い状況でございます。 

それと駐輪場の部分での利便性の向上というのは、日頃からやはり市民

の方から、ＩＣカード電子決済などもご要望いただいてるところでござい

ます。現行有人管理による券売機によって管理してるっていうところで運

用させていただいてるのですが、当然そのＩＣカード導入やりますと手数

料をですね、事業者側として負担するということもございまして、収支な

ども考えながら、今その導入の部分については継続的に検討してるところ

でございます。以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございました。１点だけ私の方で付け加えるとしますと、事
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故の状況でですね５４パーセントと、確かに神奈川県下でも高いというこ

となんですけど自転車利用率といいますかこれも神奈川県でとトップです

よね、確かね。ですから、利用が増えればですね当然（事故も増えます）。

例えば自転車利用がゼロだったら、自転車事故もゼロになるわけですか

ら、そういう意味で自転車利用がある反面を示してるものじゃないかと思

うんです。ただそうは言っても高いのはよくないことは確かですので、安

全対策をやっていただいているというので、走行空間を作っていただい

て、安全安心して走っていただけるよう環境をこれから整備されるんじゃ

ないかなと思います。 

それからシェアサイクルですけど、マイサイクルと借りるサイクル、つ

まり借りる自転車と自分の持っている所有自転車と二つあるとこういう理

解の中でですね、マイサイクルが多い土地というのは、確かに住民の方は

それを使うことが多いと。来訪者はシェアサイクルを使うということが多

いと、というかほとんどそうせざるをえないというそんな感じで、すみ分

けていると思います。ただし住民の方もですね、シェアサイクルのポー

ト、つまり停める場所がたくさん増えてくると、例えば駅まで自転車で今

日は乗って来てないけど、駅前にポートがあって、そこから自宅の近くま

で借りたいという方はそれを使うということもありえますし、或いは自宅

の近くに、といってもシェアサイクルを使うその距離はアンケート調査で

私の方で調べましたけど、大体２００メートルぐらい以内にポートがある

と使うでしょうけどそれを越えると使う率が落ちてきますけど、そういう

自宅のすぐ近くであれば、駅までわざわざ駐輪場に入れる必要がなく駅前

のポートにポンと置いておけばそれで済む、そういう使い方もあるとこん

な感じでございます。 

久木委員  ： ありがとうございます。 

終バスが終わった後に自転車で帰るとかもできるということですよね。

ありがとうございます。 

古倉副委員長： ありがとうございました。そのようなところで他にいかがですか。よろ

しいですか。 

結構いろいろ皆さん方一通りご発言いただいたかと思いますが、一応そ

のようなところでご説明が終わりまして、議事は以上となりますけど、事

務局からお願いをしたいと思います 

事務局（都市政

策課）   ： 

本日はご出席いただきましてありがとうございます。またいろいろな貴

重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。事務局より２点ほ

ど事務連絡をさせていただきます。 

まず１点目ですが議事録についてとなります。本日の会議の内容につき

まして、会議終了後に事務局から今日出席いただいてる委員の皆様全員に

対して、議事録の確認の依頼を行います。何か修正等の意見がありました

ら、期間を設けさせていただきますので、その期間内に事務局の方までご
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連絡をいただければと思います。 

また２点目としまして、次回の会議についてとなります。次回は来年度

また１回開催を予定してます。詳細につきましては、また決まり次第皆様

にご連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

事務局の方からは以上です。 

古倉副委員長： ありがとうございました。次回の時に今回出てきたいろんな意見ござい

ますがそれも少しまたね、それに対してどういうふうに考えたかっていう

のを、その後の対応というのを少しフォローしていただけるとありがたい

のかなと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

それではちょうど時間も参りましたので、以上をもちましてちがさき自

転車プラン推進委員会終了ということでさせていただきます。 

どうも本日はありがとうございました。 

 

 


